
前回の検討会で座長預かりとなった 

医療機関の指定について（報告） 
 

（経緯） 

●  第１回がん診療連携拠点病院の指定に関する検討会において、人口

の少ない医療圏に規模の比較的小さい医療機関をがん診療連携拠点病

院（以下「拠点病院」という。）として指定する場合の考え方について

整理が必要との意見が出され、群馬県沼田医療圏の２医療機関（独立

行政法人国立病院機構沼田病院、利根保健生活協同組会利根中央病院）

をがん診療連携拠点病院として指定すべきか否かについては、座長預

かりとなった。 

 

（結果） 

●  座長と相談の結果、以下の理由から、２医療機関とも拠点病院に指

定することとした。 

・ 両医療機関は整備指針に定める必要条件を満たしている。 

・ 群馬県において当該医療圏に２医療機関を拠点病院として整備す

る必要性については、沼田医療圏及び隣接する吾妻医療圏では、

他にがん医療に関する専門的な医療機関がなく、両医療圏を２医

療機関でカバーする等との十分な説明がなされている。 

・ 拠点病院は、４年の更新制であり、更新時に、がんに係る診療実

績、地域の医療機関に対する研修の実施状況等を評価し、拠点病

院が果たすべき役割を十分に担っていないと判断された場合には、

更新時に、指定しないこととする。 

 

● なお、群馬県に対しては別紙を通知し、両医療機関が拠点病院として

の機能を継続的に保持しているかどうかにつき確認を求めている。 

 資 料 １
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